
【報告事項】２．令和８年度事業計画 

令和８年度事業計画 

（自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月 31 日） 

 
１．税知識の普及を目的とする事業【公益 1-1】 
（１）税務研修会 

時宜に合わせて税制改正の解説や税務調査のポイントなど、税知識の普及に関

する税務研修会や税務教室を開催する。 

 
（２）決算期別説明会 

法人税、消費税等の適正な申告を納税者が行うために必要な決算申告の実務上

のポイントや税制改正に関する知識の普及に関する研修会を法人の決算期別に開

催する。 

 
（３）大規模法人研修会（旧：調査部所管法人研修会） 

大規模法人を中心に、名古屋国税局や岡崎税務署又は豊田税務署の担当官など

による税知識の普及を目的とする研修会や講演会を開催する。 

 
（４）税務署長等による講演会 

税金は、非常に身近なものであるにも関わらず、複雑かつ難解で、敷居が高い

と感じる納税者が多いため、岡崎税務署の署長や副署長、担当官などによる税を

テーマにした講演会を開催し、税知識の普及を図る。 

 
２．納税意識の高揚を目的とする事業【公益 1-2】 
（１）租税教室 

岡崎税務署管内の小学校を主な対象として、明日の我が国を担う児童に対し、

租税の意義や役割等を理解してもらうための租税教室を開催する。 

 
（２）地域イベントにおける租税教育活動 

次代を担う子どもたちを主な対象として、税金クイズ、税に関するビデオ放映、

税に関するパンフレットの配布などを通じて租税教育活動を行う。 

 
（３）税に関する作文表彰式 

子どもたちに税に関する作文を書いてもらい、その表彰を行うことを通じて、

納税意識の高揚を図る。 

 



（４）税に関する絵はがきコンクール 

子どもたちに税に関する絵はがきを描いてもらい、その表彰を行うことを通じ 

て、納税意識の高揚を図る。 

 
３．税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業【公益 1-3】 

当会会員を中心にアンケート調査を行い、税制及び税務に関する提言を取りまとめ、

一般社団法人愛知県法人会連合会を通じて公益財団法人全国法人会総連合に上申する。 

 
４．地域企業の健全な発展に資する事業【公益 2-1】 
（１）経済・経営講演会 

地域経済の中核を担う地域企業の健全な発展を図るためには、常に国内外の経

済情勢の動向に注意を怠らないで、その変化に対応する適切な施策を検討するこ

とが肝要となる。当会では、主としてこのような地域企業の経営者等に対して経

済・経営・時事問題の精通者を招き、経済・経営講演会の機会を提供する。 

 
（２）企業施設見学会 

地域企業が自らの企業経営に有益な優良企業や工場、施設を見学する場を提供

することで、地域企業の健全な発展、ひいては地域経済の活性化に資することを

目的として企業施設見学会を行う。 

 
（３）北部あきんどフェアー 

北部支部内の地域企業の商品やサービスを紹介する展示会の場を地域企業に提

供することを通じて、地域企業の健全な発展、ひいては地域経済の活性化に資す

ることを目的として行う。 

 
５．地域社会への貢献を目的とする事業【公益 2-2】 
（１）健康、文化及び芸術等に関する講演会及び研修会 

当会会員を含む地域企業や地域住民を対象として、健康、文化や芸術等に関す

る講演会や研修会を企画・運営し、講演や研修の機会を提供することを通じて、

地域社会への貢献を目的とする。 

 
（２）文化及び芸術等に関する鑑賞会 

岡崎税務署管内の地域住民を対象として、文化や芸術等に関する鑑賞会を主催

公演し、鑑賞の機会を提供することを通じて、地域社会への貢献を目的とする。 

 
（３）防犯・防災等に関する講演会及び研修会 



地域住民を対象として、防犯・防災等について講演会や研修会を行う機会を提

供することを通じて、地域社会への貢献を目的とする。 

 
 
６．広報事業【公益 1,2】 

広報誌「岡崎法人会だより」の年３回の発行及び税知識の普及や地域社会貢献活動

の報告など情報発信を行う。 

 
７．会員の福利厚生等に資する事業【収益事業】 
（１）保険事業 

（２）福利厚生事業 

（３）広告事業 

 
８．会員の交流に資するための事業【共益事業】 


